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[はじめに] 

長沼町行政改革審議会（以下「本審議会」）は、平成３０年１０月１０

日付けをもって町長から長沼町の行政改革の推進に関し、次の５項目の

審議を行うことの諮問を受けました。 

１ 各種使用料・手数料、使用料減免基準等の見直し  

２ 補助金・交付金等の見直し  

３ 公共施設等の整理・管理方法の検討  

４ 事務事業の抜本的整理・合理化の検討  

５ その他行財政改革に関する事項  

 

本審議会では、「諮問事項については、結論に至った内容から適宜、 中

間答申を行い、行政に機敏に対応を求めていくべき」との考えから、平

成３１年３月に第 1 次中間答申、 平成３１年１０月に第２次中間答申、

平成３２年３月に最終答申を行うこととしました。  

第１次中間答申にあたり、「１ 各種使用料・手数料、使用料減免基準

等の見直し」、「２  補助金・交付金等の見直し」について審議しました。  

 

審議の結果、財政的に明るい展望が見えない今日的状況の中、より一

層の歳出削減・歳入確保を図るため、町民並びに関係団体にとっては新

たな負担を求めることとなりますが、将来にわたって持続可能で効率的

な行政運営の確立に向け次の事項について中間答申いたします。  

 

【中間答申内容】  

 １「各種使用料・手数料、使用料減免基準等の見直し」について  

使用料・手数料の料金設定には、「当該行政サービスは、利用す

る特定の者が利益を受けるもの」であることから、「町民負担の公

平性」の原則のもと見直しを行うべきである。また、本年１０月

に予定されている消費税増税に関わる料金改定とあわせて見直し

を行うこととする。 

なお、今後においては施設の改修、備品の更新等をした施設につ

いては、使用料金の見直しを検討すること。  

今まで使用料の減免（実質免除）を幅広く適用してきたが、今

後においては使用料を徴収することを基本とし、古い施設につい



ても同様とする。また、現在、料金設定のない施設に関しては、

条例を制定し使用料金を明確にすること。  

諸証明等交付手数料については、近隣町の料金と同程度とする

よう見直す。  

使用料減免については、減免基準を明確にするため、施設使用

料等の減免適用指針を規定すること。  

 

 ２「補助金・交付金等の見直し」について  

   補助金については、運営費や事業費に補助している団体に対し

て、国・道と併せて補助している団体を除き、減額することを基

本とする。また、事業内容の見直し等により経費の削減が可能な

事業（団体）については、更なる補助額の減額を行うこと。  

   負担金等については、各団体等と協議のうえ、可能な限り退会、

脱会を進める。  

 

付帯意見  

 ○全体的な経費削減に努めるべき。行政のみならず、各団体等にお

いても事業の見直しを行い削減する。 

 ○施設利用については、使用料を徴収することを基本とするが、減

免基準を明確にし、救えるところは救っていく。  

○補助金については、痛みを分かち合うということから減額を基本

とするが、減額の金額 (割合 )は、各団体の活動状況、内容等につ

いてその必要性と効果について精査を行い決めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
総務財政課
（政策推進課）

銀座共済融資住宅６号（お試し暮らし住宅使用
料）

値上げ

2
総務財政課
（政策推進課）

銀座共済融資住宅１号（お試し暮らし住宅使用
料）

値上げ

3
総務財政課
（政策推進課）

南長沼共済融資住宅（１号）（お試し暮らし住宅使
用料）

値上げ

4 総務財政課 教職員住宅 据置き

5 都市整備課 町営住宅使用料 据置き

6 税務住民課 墓地使用料 据置き

7 都市整備課 農業集落排水施設使用料 値上げ

8 都市整備課 公共下水道使用料 値上げ

9 保健福祉課 総合保健福祉センター使用料 値上げ

10 総務財政課 長沼ふれあいﾀｰﾐﾅﾙ使用料 消費税分の値上げ

11 税務住民課 長沼町民会館使用料 消費税分の値上げ

12 税務住民課 北長沼会館使用料 消費税分の値上げ

13 税務住民課 南長沼会館使用料 消費税分の値上げ

14 税務住民課 中央長沼会館使用料 消費税分の値上げ

15 税務住民課 舞鶴会館使用料 消費税分の値上げ

16 税務住民課 西長沼会館使用料 消費税分の値上げ

17 税務住民課 南長沼福祉センター使用料 消費税分の値上げ

18 税務住民課 北長沼福祉センター使用料 消費税分の値上げ

19 税務住民課 西部福祉センター使用料 消費税分の値上げ

20 税務住民課 東部福祉センター使用料 消費税分の値上げ

21 産業振興課 農村広場使用料 消費税分の値上げ

22 産業振興課 マオイオートランド使用料 消費税分の値上げ

23 産業振興課 マオイの丘公園施設使用料 消費税分の値上げ

24 産業振興課 西長沼ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ施設使用料 消費税分の値上げ

25 産業振興課 舞鶴ｽﾎﾟｰﾂ公園施設使用料（直売所） 消費税分の値上げ

各種使用料・手数料等一覧表

番号 所管課 名　　称 検討結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 社会教育課 スポーツセンター使用料
個人使用料金、団体貸切料金、町外者
料金の設定を検討する

27 社会教育課 室内ゲートボール場使用料 値上げ

28 社会教育課 水泳プール使用料 高校生以上を値上げ

29 産業振興課 ｺﾐｭﾆﾃｨ公園ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場使用料

30 産業振興課 コミュニティ公園備付物件使用料

31 産業振興課 水郷公園施設使用料

32 産業振興課 北長沼水郷公園備付物件使用料

33 社会教育課 舞鶴ｽﾎﾟｰﾂ公園備付物件使用料

34 社会教育課 舞鶴スポーツ公園使用料

35 都市整備課 長沼町総合公園（都市公園占用料）

36 都市整備課 長沼町総合公園（公園付属設備使用料）

37 社会教育課 総合公園使用料

38 社会教育課 総合公園備付物件使用料

39 社会教育課 長沼町運動広場使用料

40 社会教育課 運動広場備付物件使用料

41 社会教育課 北長沼スキー場リフト使用料

42 社会教育課 北長沼スキー場ロッジ使用料

43 都市整備課 路線バス乗車料金収入 据置き

44 都市整備課 道路敷地占用料
1か月未満の場合は消費税分の値上
げ

45 都市整備課 河川敷地占用料
1か月未満の場合は消費税分の値上
げ

46 社会教育課
ふれあい工房
（施設使用料（雑入：陶芸窯使用料））

条例制定し、貸出基準等を明確にする

47 社会教育課 青少年会館 条例で使用料を設定する

48 社会教育課 長沼町武道館 条例で使用料を設定する

49 図書館 図書館利用者用複写機使用料 値上げ

50 町立病院 町立長沼病院
使用料・手数料については消費税分の
値上げ

各種使用料・手数料等一覧表

番号 所管課 名　　称 検討結果

パークゴルフ場は、温泉・キャンプ場・
スキー場を含めて施設管理も合せて検
討していく。
無料のパークゴルフ場を継続するか、
パークゴルフ場を何か所にするか等整
理してから料金について見直すことと
し、今の段階では据置き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 税務住民課 公衆浴場 据置き

52 産業振興課 穀類乾燥調整貯蔵施設(米の館)使用料 条例に基づく料金とする

53 税務住民課 諸証明等交付手数料(税務係)

54 税務住民課 諸証明等交付手数料(町民生活係)

55 税務住民課 諸証明交付手数料(町民生活係)

56 税務住民課 畜犬登録手数料 据置き

57 税務住民課 墓地管理手数料 消費税分の値上げ

58 産業振興課 コンポスト売払収入 値上げ

59 農業委員会 農用地利用集積事業嘱託登記手数料 据置き

60 都市整備課 建築確認申請手数料 値上げ

61 都市整備課 長期優良住宅認定申請等手数料 値上げ

62 都市整備課 低炭素建築物新築等計画認定申請等手数料 据置き

63 都市整備課 建築物エネルギー消費性能計画等認定申請等手数料 据置き

各種使用料・手数料等一覧表

番号 所管課 名　　称 検討結果

法令上で決められているもの以外は、値上げ
(近隣町と同程度とする）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《施設使用料等の減免適用指針》 

 

町内の公共施設を町民若しくは町民以外が使用する場合は、各施設の条

例に定められている規定に基づき使用料を徴収していますが、一方では、

町長及び教育委員会が認定する助成団体、社会教育関係団体、社会福祉関

係団体などの公共的または公益的団体がこれらの施設を使用するときは、

公共的・公益的な活動を支援するため、使用料の減免（実質免除）を幅広

く適用してきました。  

しかし、利用者が固定化する傾向があり、施設の維持管理に要する経費

の大半は、町税という形で町民が負担していることから、施設を利用して

いない町民からは、税負担による不均衡・不公平を指摘されてきています。 
そのため、「受益者負担の原則」に基づき、「施設を利用する者」と「施

設を利用しない者」との公平な負担を図ることとし、施設使用料等の減免

適用指針を規定します。  

 

１．減免の基本方針  

公の施設は、公共の福祉の向上を図るために設置した施設であること

から、町民が利用しやすいよう低廉な使用料を設定しているもので、本

来使用料は施設使用の対価であることから、全額納付が基本です。  

また、減免は特例的な措置であり、本来の目的・必要性に即し、町民

の多くが「やむを得ない」と判断するような限定的なものでなければな

りません。  

 そのため、利用目的が、利用者以外の町民全体の利益となるような活

動を減免対象とします。  

 

２．基本的な減免基準  

 

 

 

 

 

 

※注釈①  町、行政委員会、法令や条例等に基づき町が設置する附属機関（各種

審議会、委員会）、町議会が行政活動を遂行するために利用する場合は

「免除」するものとします。  
②  指定管理者等が当該施設を管理運営目的で利用する場合は「免除」す

るものとします。  

 
①  町及び教育委員会が主催又は共催で使用するとき（全額免除）  
②  施設管理運営団体が施設の管理運営目的で利用するとき（全額免除）  
③  その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき（町長が認めた  

割合）  
 



３．運用基準  

条例で規定する基準の運用については、基本方針に照らし個々のケー

スで判断することになりますが、次に掲げた事項を基に適切な運用に努

めます。  

 

（１）「～町の助成団体が使用する場合で町長（教育委員会）が公益上

必要と認めるとき。」の条文にあるように、単に「助成団体」

であることだけでは減免にはなりません。  

 

（２）減免は、施設の利用に「公益性」があるもの、あるいは負担能力

から支援が必要であるものなどを判断基準として、政策的に行う

ものとし、たとえ「公益性」があるとしても利用者個人の利益

（教養・趣味・体育）につながる利用は原則として対象としま

せん。  

  

 （３）減免を適用する場合は、必ず上司と相談し判断を仰ぐこと。  

また、「その他町長（教育委員会）が必要と認めるとき。」の条

文に適合させての減免については、その適用理由について町長

（教育委員会）の判断を仰ぐこと。  

 

（４）「町（教育委員会）の後援」は、「町（教育委員会）の主催や  

「町（教育委員会）の共催」と比較して公益性が低いことから  

減免の対象とはしません。  

 

（５）減免を適用する場合は、施設の設置目的を十分理解し、目的外  

の利用と判断されるときは、設置目的に添った施設への誘導を   

図ります。  

 

４．減免適用の割合  

本指針の基本的な減免基準「③その他町長又は教育委員会が特に必

要と認めるとき」の免除及び減免適用の割合は次のとおりとする。た

だし、施設の設置目的に添ったもののみとする。  

 

（１）全額免除  

ア 町内の学校教育法第１条に規定する学校が主催、共催又は  

授業等で使用する場合  

イ 町長が会長職となっている団体が主催する行事、会議、大  

会の場合  



ウ 消防署又は消防団が主催する行事、研修会、演習の場合  

エ 町内の行政区長会連合会が主催する行事、会議、大会の場  

  合  

オ 町内の郷土芸能等の保存継承団体が利用する場合 

カ 町内の青少年育成団体が主催又は共催で使用する場合  
キ 北海道遺産に登録されているイベント等を開催する場合  
ク 地場産品普及のためのイベント等を開催する場合  

 
（２）５割減免  

ア 行政区が営利を目的としないで使用する場合  

イ 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第２条に定める障

害者が営利以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学

習活動に資する目的のために利用する場合  

ウ  社会福祉関係団体が営利以外の目的で使用する場合  
エ アマチュアスポーツ又は文化活動のため、町内に３日以上  

連続して宿泊し、かつ、10 名以上の町外団体の利用の場合  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 保健福祉課
長沼町地域介護予防活動支援
事業補助金

ふまねっと長沼 現状維持

2 保健福祉課
長沼町地域介護予防活動支援
事業補助金

サロンきたなが 現状維持

3 保健福祉課 遺族会補助金 長沼町遺族会 現状維持

4 保健福祉課 福祉バス借上料助成事業 長沼町遺族会 現状維持

5 保健福祉課 身障福祉協会補助金 長沼町身障福祉協会 現状維持

6 保健福祉課 福祉バス借上料助成事業 長沼町身障福祉協会 現状維持

7 保健福祉課 老人クラブ活動促進事業 長沼町ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ単位会 現状維持

8 保健福祉課 老人クラブ活動促進事業 長沼町シニアクラブ連合会 現状維持

9 保健福祉課 福祉バス借上料助成事業 長沼町シニアクラブ連合会 現状維持

10 社会教育課
ながぬまフラワータウン推進協
議会事業補助金

ながぬまﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ推進協議会 規模縮小等で減額

11 社会教育課
長沼町ＰＴＡ連絡協議会補助
金

長沼町ＰＴＡ連絡協議会 統合後に見直し

12 社会教育課 長沼町青年団体協議会補助金 長沼町青年団体協議会 現状維持

13 社会教育課
長沼町田植歌おどり保存会補
助金

長沼町田植歌おどり保存会 現状維持

14 社会教育課 長沼町勇獅子舞保存会補助金 長沼町勇獅子舞保存会 現状維持

15 社会教育課 長沼町百年太鼓保存会補助金 長沼町百年太鼓保存会 現状維持

16 社会教育課
長沼町民文化祭実行委員会補
助金

長沼町民文化祭実行委員会 現状維持

17 社会教育課 女性連絡協議会補助金 長沼町女性連絡協議会 現状維持

18 社会教育課
長沼町青少年育成町民会議補
助金

長沼町青少年育成町民会議 統合後に見直し

19 社会教育課 長沼町文化協会補助金 長沼町文化協会 減額

20 社会教育課 長沼町体育協会補助金 長沼町体育協会 現状維持

21 社会教育課
長沼町スポーツ少年団本部補
助金

長沼町スポーツ少年団本部
減額(但し全道大会などに参
加する場合の補助制度を整
備後）

22 社会教育課
北部地区体育振興協議会補助
金

北部地区体育振興協議会 減額

23 社会教育課 舞鶴スポーツ振興会補助金 舞鶴スポーツ振興会 減額

24 社会教育課
全町区対抗親睦パークゴルフ
大会交付金

全町区対抗親善ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会実行委員
会

減額

25 産業振興課 長沼報徳社補助金 長沼町報徳社 減額

検討結果番号 所管課 事業名（補助金等名称） 交付団体等名
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26 産業振興課 地域活性化事業補助金 長沼町納涼盆踊り大会 現状維持

27 産業振興課 地域活性化事業補助金 ながぬまﾏｵｲ夢祭り実行委員会 現状維持

28 産業振興課
町おこし特産品宣伝啓発事業
費（農産物直売所）

長沼町農産物直売所出店団体連絡協議
会

現状維持

29 産業振興課 クリーン農業推進事業費 クリーンライス生産協議会 減額

30 産業振興課 クリーン農業推進事業費 玉葱生産組合 減額

31 産業振興課 クリーン農業推進事業費 花き生産組合 減額

32 産業振興課 クリーン農業推進事業費 園芸組合連合会 減額

33 産業振興課 クリーン農業推進事業費 クリーン農業推進協議会 減額

34 産業振興課
廃プラスチック処理支援事業費
補助金

ながぬま農業協同組合 減額

35 産業振興課 クリーン農業推進事業費 ヘプタクロル対策費補助金 減額

36 産業振興課 各種団体負担金及び補助金 長沼町養豚協会 現状維持

37 産業振興課 各種団体負担金及び補助金 長沼町酪農ヘルパー組合 現状維持

38 産業振興課 長沼町農民協議会補助金 長沼町農民協議会 現状維持

39 産業振興課
長沼町花嫁対策推進協議会負
担金

長沼町花嫁対策推進協議会 現状維持

40 保健福祉課 社会福祉協議会補助金 社会福祉協議会 現状維持

41 保健福祉課 福祉バス借上料助成事業 社会福祉協議会 現状維持

42 保健福祉課
長沼町民生委員児童委員協議
会補助金

長沼町民生委員児童委員協議会 現状維持

43 保健福祉課 シルバー人材センター補助金 シルバー人材センター 現状維持

44 総務財政課 長沼町連合区長会補助金 長沼町連合区長会 現状維持

45 総務財政課 行政懇談会開催経費補助金 長沼町連合区長会 現状維持

46 総務財政課 職員福利厚生会補助金 長沼町役場職員福利厚生会 減額

47 税務住民課
人権擁護委員協議会長沼分区
補助金

岩見沢人権擁護委員会協議会長沼分区 現状維持

48 税務住民課 日本赤十字社長沼分区補助金 日本赤十字社北海道支部長沼町分区 現状維持

49 税務住民課 福祉バス借上料助成事業 長沼町更生保護女性会 現状維持

50 税務住民課
長沼町暴力追放運動推進協議
会補助金

長沼町暴力追放運動推進協議会 現状維持

補助金・交付金等一覧表
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51 税務住民課 長沼町防犯協会補助金 長沼町防犯協会 現状維持

52 税務住民課 長沼町交通安全協会補助金 長沼町交通安全協会 現状維持

53 税務住民課 保護司会長沼分区補助金 栗山地区保護司会長沼分区 現状維持

54 税務住民課 公衆浴場運営経費助成金 長沼町市街地区連合区長会 現状維持

55 学校教育課 長沼町校長会補助金 長沼町校長会 統合後廃止

56 学校教育課 長沼町教頭会補助金 長沼町教頭会 統合後廃止

57 学校教育課
校内研修促進費・特別支援研
修費補助金

各小中学校 統合後減額

58 学校教育課
総合的な学習推進費（小学校
費）

各小中学校 統合後減額

59 学校教育課
授業（知・徳・体）改善推進事
業補助金

各小中学校 統合後減額

60 学校教育課
総合的な学習推進費（中学校
費）

中学校 現状維持

61 都市整備課
南９号川水害対策促進期成会
補助金

南９号川水害対策促進期成会 現状維持

62 都市整備課
千歳川治水対策促進期成会補
助金

千歳川治水対策促進期成会 現状維持

63 政策推進課 長幌上水道企業団分賦金 長幌上水道企業団 現状維持

64 政策推進課
長沼町ふるさと応援寄附金支
援指定団体交付金

認定特定非営利活動法人HOKKAIDO
しっぽの会

現状維持

65 保健福祉課
放課後児童健全育成事業費補
助金

長沼カトリック聖心幼稚園 現状維持

66 保健福祉課
幼稚園型一時預かり事業費補
助金

長沼カトリック聖心幼稚園 現状維持

67 産業振興課 商工会補助金 長沼町商工会 現状維持

68 産業振興課 観光協会補助金 長沼町観光協会 現状維持

69 産業振興課
道営農地整備事業費負担金
（経営体育成基盤整備事業）

ながぬま土地改良区・ＪＡながぬま 現状維持

70 産業振興課
日本型直接支払制度事業費
（多面的機能支払交付金）

長沼町第１区活動組織　他３０団体 現状維持

71 産業振興課
緊急農道整備事業（農道特別
対策事業）

長沼町 現状維持

72 産業振興課
国営造成施設管理体制整備促
進事業

ながぬま土地改良区 現状維持

73 産業振興課 国営土地改良事業促進 長沼土地改良総合センター 現状維持

74 産業振興課 排水路維持補修費 ながぬま土地改良区 現状維持

75 産業振興課
農業競争力基盤強化特別対策
事業費

ながぬま土地改良区 現状維持

補助金・交付金等一覧表
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76 産業振興課
21世紀アグリチャレンジモデル
事業費

ながぬま土地改良区 現状維持

77 産業振興課
経営所得安定対策等推進事業
費補助金

長沼町地域農業再生協議会 現状維持

78 産業振興課
環境保全型農業直接支援対策
事業費補助金

長沼町環境保全型農業推進協議会 現状維持

79 都市整備課 都市公園維持管理費 長沼町融雪溝管理運営委員会 現状維持

80 都市整備課 行政区除雪補助金 行政区 現状維持

81 都市整備課
光のネットワークづくり事業費
（道路照明灯設置費補助）

道路照明灯を新たに設置する行政区 現状維持

82 都市整備課 道路照明灯維持費補助金 道路照明灯を維持管理する行政区 現状維持

83 都市整備課
東１線放水ゲート設備関係補
助金

ながぬま土地改良区 現状維持

84 総務財政課
発祥公園トイレ維持管理費補
助金

長沼町第2区 現状維持

85 学校教育課 社会科副読本改訂編集経費 社会科副読本改訂編集委員会 現状維持

86 学校教育課 複式教育関係経費 中小以外の小学校 統合後廃止

87 学校教育課 特別活動助成等経費 長沼中学校、南空知中学校体育連盟 現状維持

88 学校教育課 各種検定料助成事業費 長沼中学校生徒保護者 現状維持

89 学校教育課
遠距離通学費補助金（小学校
費）

長沼町内小学校 現状維持

90 学校教育課
遠距離通学費補助金（中学校
費）

長沼中学校 現状維持

91 社会教育課 全国大会出場助成金 全国大会出場者 現状維持

92 総務財政課
行政区事務費及び地区区長会
事務費交付金

各行政区（馬追台区除く） 及び 各地区
区長会

現状維持

93 政策推進課
長沼町住宅用太陽光発電シス
テムモニター補助金

町民 廃止

94 税務住民課 長沼町ごみｽﾃｰｼｮﾝ設置事業 設置行政区 現状維持

95 税務住民課 交通安全推進費（臨時費分）
自動車運転免許証を自主返納し運転経
歴証明書の発行を受けた高齢者

現状維持

96 税務住民課 長沼町議会議員選挙費
不在者投票を行った施設（町立長沼病院
ほか）

現状維持

97 税務住民課
チャイルドシート購入費助成事
業

購入日より、前1年以上長沼町に住所を
有する6歳未満の乳幼児を養育している
保護者のﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ購入者

現状維持

98 保健福祉課 子育て援助活動支援事業費 ファミリーサポートリクエスト会員 現状維持

99 保健福祉課 遠距離通園助成事業 保育園入園者の保護者 現状維持

100 保健福祉課 多子世帯保育料軽減事業費 保育園入園者の保護者 現状維持

補助金・交付金等一覧表
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101 保健福祉課 妊婦健康診査事業費 妊婦 現状維持

102 保健福祉課 不妊治療費助成事業費 町民 現状維持

103 保健福祉課 妊産婦安心出産支援事業費 妊婦・産婦 現状維持

104 保健福祉課 がん検診推進事業 町民 現状維持

105 保健福祉課 予防接種事業費 乳幼児 現状維持

106 保健福祉課
予防接種事業費(インフルエン
ザ予防接種）

高齢者等 現状維持

107 産業振興課
中小企業特別融資利子等補給
事業

中小企業特別融資対象者 現状維持

108 産業振興課
小規模事業者経営改善資金利
子補給事業

小規模事業者経営改善資金の融資対象
者

現状維持

109 産業振興課 中山間地域等直接支払交付金
全10集落（1、2、4、5、6、11、12、16、
17、18区）

現状維持

110 産業振興課 実践的農業研修費助成金 新規参入農業者、受入農家 現状維持

111 産業振興課
農業経営基盤強化資金利子補
給事業費補助金

農業者 現状維持

112 産業振興課
農業次世代人材投資事業費補
助金

新規就農者 現状維持

113 産業振興課
がんばる農家支援事業費補助
金

農業者 現状維持

114 産業振興課
農地中間管理機構集積協力金
交付事業

農業者 現状維持

115 産業振興課
未来につなぐ森づくり推進事業
費補助金

造林事業者 現状維持

116 都市整備課
住宅リフォーム補助金助成事
業費

申請者 現状維持

117 都市整備課
木造住宅耐震診断・改修助成
事業費

申請者 現状維持

118 都市整備課
長沼町合併処理浄化槽設置整
備補助事業

町民 現状維持

119 都市整備課 融雪施設設置事業補助金 町民または法人 廃止

120 議会 長沼町議会政務活動費交付金 長沼町議会議員 現状維持

補助金・交付金等一覧表
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1 総務財政課 長沼町自衛隊協力会補助金 長沼町自衛隊協力会

2 税務住民課 交通安全推進費（補助外） 栗山地区交通安全協会

3 税務住民課 北海道コミュニティ運動協会負担金 北海道地域活動振興協会

4 税務住民課 交通安全推進費（補助外） 北海道交通安全推進委員会

5 税務住民課 栗山地区防犯協会負担金 栗山地区防犯協会

6 税務住民課 個人番号カード関連事務交付金 地方公共団体情報システム機構

7 税務住民課 南空知公衆衛生組合分賦金 南空知公衆衛生組合（長沼、由仁、南幌）

8 税務住民課 南空知葬斎組合分賦金 南空知葬斎組合（長沼、由仁、南幌、栗山）

9 税務住民課 環境衛生対策推進経費
南空知公衆衛生組合、道央廃棄物処理組合　ほ
か

10 税務住民課 道央廃棄物処理組合分賦金
道央廃棄物処理組合(千歳、北広島、長沼、由仁、
南幌、栗山)

11 政策推進課 国道整備促進関係経費 道央圏連絡道路整備促進期成会

12 政策推進課 緑と光のニュータウン推進費 北海道さくらの会

13 政策推進課 緑と光のニュータウン推進費 日本さくらの会

14 政策推進課
防衛施設周辺整備全国協議会分担
金

防衛施設周辺整備全国協議会

15 政策推進課 北海道基地協議会分担金 北海道基地協議会

16 政策推進課 全国基地協議会分担金 全国基地協議会

17 政策推進課
南空知ふるさと市町村圏組合関係経
費

南空知ふるさと市町村圏組合

18 政策推進課
全国過疎地域自立促進連盟北海道
支部負担金

全国過疎地域自立促進連盟北海道支部

19 産業振興課 各種団体負担金及び補助金 北海道酪農畜産協会

20 産業振興課 各種負担金及び補助金 空知南西部地区農業推進対策協議会

21 産業振興課 各種負担金及び補助金 ＮＰＯ法人グリーンテクノバンク

22 産業振興課 各種負担金及び補助金 北海道有機農業研究協議会

23 産業振興課 各種負担金及び補助金 北海道地域農業研究所

24 産業振興課 各種負担金及び補助金 その他

25 保健福祉課 保健師活動関係経費 岩見沢精神保健協会

番号 所管課 事業名（補助金等名称） 交付団体等名
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26 保健福祉課 保健師活動関係経費 北海道市町村保健活動連絡協議会

27 保健福祉課 長沼町訪問看護交通費助成事業 長沼町訪問看護ステーション

28 保健福祉課
北海道シルバー人材センター連合会
賛助会費

北海道シルバー人材センター連合会

29 保健福祉課 社会福祉関係団体補助金 北海道難病連

30 保健福祉課 社会福祉関係団体補助金 しらかば育愛会

31 農業委員会 水稲作況調査交付金 北海道中央農業共済組合

32 農業委員会 水土里情報利活用事業費 北海道土地改良事業団体連合会

33 都市整備課 都市計画協会会費 都市計画協会

34 都市整備課 日本公園緑地協会会費 日本公園緑地協会

35 都市整備課 全国街路事業促進協議会負担金 全国街路事業促進協議会

36 都市整備課 生活交通路線維持費 北海道中央バス株式会社

37 議会
全国市議会議長会基地協議会市町
村負担金

全国市議会議長会基地協議会

【審議会意見】

交付団体等名

　　負担金、分担金、会費等に関しては、状況の変化等により可能であれば脱会をすすめる

負担金・分担金等一覧表

番号 所管課 事業名（補助金等名称）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会 長 久　保　　和　英

副 会 長 長　井　　　　修

荒　井　　克　枝

小笠原　　　　聡

熊　谷　　友　輔

黒　田　　泰　明

真　田　　隆　弘

瀬　川　　明　廣

仲　野　　保　男

中　村　　千　春

成　田　　正　夫

宮　北　　　　洋

森　下　　由美子

（委員名は五十音順）

委 員

長沼町行政改革審議会委員名簿
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長沼町行政改革審議会開催状況 

 

平成３０年１０月１０日  第 1 回  

諮問 長沼町の行政改革について  

議題  

   ・会長、副会長選出  

   ・行政改革審議会所掌事務等の説明  

   ・長沼町の行政改革に関する経過説明  

 

平成３１年  1 月１６日 第２回  

議題 諮問内容の検証  

   ・施設使用料減免基準について 

   ・各種使用料、手数料等の見直しについて  

 ・補助金、交付金等の見直しについて  

 

平成３１年  ２月  ４日  第３回  

議題 諮問内容の検証  

・各種使用料、手数料等の見直しについて  

   ・補助金、交付金等の見直しについて  

  

平成３１年  ３月１２日  第４回  

議題 中間答申（案）の検討  

  

平成３１年  ３月２８日   

長沼町行政改革に関する中間答申書提出  

 

 

 

 

 

 


